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(追　　加)

事 項 限 度 額 区 分 期 間 金 額

千円 千円 千円

国庫支出金 －

県 債 1,374,000

そ の 他 －

153,000

国庫支出金 －

県 債 100,000

そ の 他 －

12,000

国庫支出金 －

県 債 7,000

そ の 他 －

3,000

国庫支出金 －

県 債 －

そ の 他 －

13,000

国庫支出金 －

県 債 588,000

そ の 他 －

66,000

国庫支出金 －

県 債 292,000

そ の 他 －

33,000

－
特
定
財
源

1,527,000
一般財源

電線地中化促進事
業費

10,000

前 年 度 末
までの支出
( 見 込 ) 額

－
特
定
財
源

左 の 財 源 内 訳

道路補修費 1,527,000

前 年 度 末
までの支出
( 見 込 ) 額

当 該 年 度
以降の支出
予 定 額

令和7年度
～

令和8年度

10,000
一般財源

当 該 年 度
以降の支出
予 定 額

交通安全施設等維
持管理費

13,000

前 年 度 末
までの支出
( 見 込 ) 額

－

当 該 年 度
以降の支出
予 定 額

令和7年度
～

令和8年度

当 該 年 度
以降の支出
予 定 額

令和7年度
～

令和8年度

13,000
一般財源

交通安全施設等整
備費

654,000

前 年 度 末
までの支出
( 見 込 ) 額

－

特
定
財
源

654,000
一般財源

橋りょう補修費 325,000

前 年 度 末
までの支出
( 見 込 ) 額

－
特
定
財
源

325,000
一般財源

特
定
財
源

１　令和７年度一般会計11月補正予算債務負担行為について【県土整備局関係】

道路災害防除事業
費

112,000

前 年 度 末
までの支出
( 見 込 ) 額

－
特
定
財
源

令和7年度
～

令和8年度

一般財源

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

当 該 年 度
以降の支出
予 定 額

令和7年度
～

令和8年度
112,000

当 該 年 度
以降の支出
予 定 額

令和7年度
～

令和8年度
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事 項 限 度 額 区 分 期 間 金 額

千円 千円 千円

国庫支出金 －

県 債 －

そ の 他 －

866,500

国庫支出金 60,350

県 債 517,000

そ の 他 －

58,750

国庫支出金 －

県 債 90,000

そ の 他 －

10,500

国庫支出金 －

県 債 25,000

そ の 他 －

818,500

国庫支出金 161,500

県 債 556,000

そ の 他 －

64,000

国庫支出金 －

県 債 －

そ の 他 －

40,000

国庫支出金 －

県 債 162,000

そ の 他 －

18,000

国庫支出金 －

県 債 －

そ の 他 －

22,000

左 の 財 源 内 訳

道路改良費 636,100

前 年 度 末
までの支出
( 見 込 ) 額

－

街路樹維持事業費 866,500

前 年 度 末
までの支出
( 見 込 ) 額

街路整備費 100,500

前 年 度 末
までの支出
( 見 込 ) 額

－

当 該 年 度
以降の支出
予 定 額

当 該 年 度
以降の支出
予 定 額

636,100

100,500

河川修繕費 843,500

前 年 度 末
までの支出
( 見 込 ) 額

－

特
定
財
源

当 該 年 度
以降の支出
予 定 額

令和7年度
～

令和8年度

843,500

一般財源

河川改修事業費 781,500

前 年 度 末
までの支出
( 見 込 ) 額

－

特
定
財
源

当 該 年 度
以降の支出
予 定 額

令和7年度
～

令和8年度

781,500

一般財源

海岸補修費 40,000

前 年 度 末
までの支出
( 見 込 ) 額

－

特
定
財
源

当 該 年 度
以降の支出
予 定 額

令和7年度
～

令和8年度

40,000

一般財源

海岸高潮対策費 180,000

前 年 度 末
までの支出
( 見 込 ) 額

－

特
定
財
源

当 該 年 度
以降の支出
予 定 額

令和7年度
～

令和8年度

180,000

一般財源

砂防林事業費 22,000

前 年 度 末
までの支出
( 見 込 ) 額

－

特
定
財
源

当 該 年 度
以降の支出
予 定 額

令和7年度
～

令和8年度

22,000

一般財源

特
定
財
源令和7年度

～
令和8年度 一般財源

特
定
財
源令和7年度

～
令和8年度 一般財源

－
特
定
財
源

当 該 年 度
以降の支出
予 定 額

令和7年度
～

令和8年度
866,500

一般財源
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事 項 限 度 額 区 分 期 間 金 額

千円 千円 千円

国庫支出金 －

県 債 －

そ の 他 －

20,000

国庫支出金 －

県 債 －

そ の 他 4,000

16,000

国庫支出金 －

県 債 －

そ の 他 －

27,000

国庫支出金 －

県 債 94,000

そ の 他 －

32,000

国庫支出金 36,950

県 債 23,000

そ の 他 －

23,050

国庫支出金 13,500

県 債 17,000

そ の 他 －

4,200

国庫支出金 36,680

県 債 195,000

そ の 他 399,840

5,180

国庫支出金 －

県 債 －

そ の 他 －

7,000

左 の 財 源 内 訳

急傾斜地施設改良
費

20,000

前 年 度 末
までの支出
( 見 込 ) 額

－

特
定
財
源令和7年度

～
令和8年度 一般財源

砂防施設改良費

砂防環境整備費 27,000

前 年 度 末
までの支出
( 見 込 ) 額

－

当 該 年 度
以降の支出
予 定 額

当 該 年 度
以降の支出
予 定 額

20,000

27,000

防災砂防事業費 126,000

前 年 度 末
までの支出
( 見 込 ) 額

－

特
定
財
源

当 該 年 度
以降の支出
予 定 額

令和7年度
～

令和8年度

126,000

一般財源

通常砂防事業費 83,000

前 年 度 末
までの支出
( 見 込 ) 額

－

特
定
財
源

当 該 年 度
以降の支出
予 定 額

令和7年度
～

令和8年度

83,000

一般財源

地すべり対策事業
費

34,700

前 年 度 末
までの支出
( 見 込 ) 額

－

特
定
財
源

当 該 年 度
以降の支出
予 定 額

令和7年度
～

令和8年度

34,700

一般財源

急傾斜地崩壊対策
事業費

636,700

前 年 度 末
までの支出
( 見 込 ) 額

－

特
定
財
源

当 該 年 度
以降の支出
予 定 額

令和7年度
～

令和8年度

636,700

一般財源

港湾補修費 7,000

前 年 度 末
までの支出
( 見 込 ) 額

－

特
定
財
源

当 該 年 度
以降の支出
予 定 額

令和7年度
～

令和8年度

7,000

一般財源

特
定
財
源令和7年度

～
令和8年度 一般財源

特
定
財
源令和7年度

～
令和8年度 一般財源

20,000

前 年 度 末
までの支出
( 見 込 ) 額

－

当 該 年 度
以降の支出
予 定 額

20,000
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事 項 限 度 額 区 分 期 間 金 額

千円 千円 千円

国庫支出金 －

県 債 －

そ の 他 －

5,535,878

国庫支出金 －

県 債 93,000

そ の 他 －

67,000

当 該 年 度
以降の支出
予 定 額

当 該 年 度
以降の支出
予 定 額

公園整備費 160,000

前 年 度 末
までの支出
( 見 込 ) 額

都市公園指定管理
費

5,535,878

前 年 度 末
までの支出
( 見 込 ) 額

5,535,878
一般財源

－

一般財源
160,000

令和7年度
～

令和8年度

令和7年度
～

令和10年度

左 の 財 源 内 訳

特
定
財
源

－
特
定
財
源
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【議案（予算 その２） 定県第104号議案】 

２ 令和７年度一般会計11月補正予算繰越明許費について【県土整備局関係】 

（単位 千円） 

款 項 事   業   名 金  額 

９ 土木費 726,711 

３  河川海岸費 230,000 

河川修繕費 35,000 

河川改修事業費 195,000 

４  砂防費 496,711 

砂防施設改良費 40,000 

防災砂防事業費 3,211 

通常砂防事業費 123,500 

急傾斜地崩壊対策事業費 330,000 

県  土  整  備  局 計 726,711 

-5-



【議案（予算 その２） 定県第107号議案】 

３ 令和７年度県営住宅事業会計11月補正予算繰越明許費について【県土整

備局関係】 

（単位 千円） 

款 項 事   業   名 金  額 

１ 県営住宅事業費 
2,201,650 

１ 住宅費 2,201,650 

県営住宅整備事業費 2,201,650 
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【議案（条例その他 その４） 定県第115号議案】 

４ 神奈川県手数料条例の一部を改正する条例の概要【県土整備局関係】 

(1) 改正の趣旨

マンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部改正に伴い、所要

の改正を行うものである。 

(2) 改正の内容

法律の名称等について、規定の整備を行う。（別表の８ 県土整備局

関係） 

(3) 施行期日

令和８年４月１日
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【議案（条例その他 その４） 定県第125号議案】 

５ 神奈川県都市公園条例の一部を改正する条例の概要 

(1) 改正の趣旨

秦野戸川公園の少年野球場の規格変更に伴い、同野球場の名称変更を

行うとともに、利用料金の上限額の引上げを行うため、所要の改正を行

うものである。 

(2) 改正の内容

「少年野球場」について、名称を「軟式野球場」に変更するとともに、

利用料金の上限額を引き上げる。（別表第１及び第５関係） 

(3) 施行期日及び経過措置

ア 施行期日

令和８年４月１日。ただし、(3)イについては公布の日。

イ 経過措置

神奈川県都市公園条例第31条の規定により指定管理者の指定を受け

たものは、この条例の施行の日前においても、同日以後の公園施設の

利用に係る利用料金について、この条例による改正後の別表第５の規

定の例により、神奈川県都市公園条例第35条第２項の規定による知事

の承認を得ることができる。 
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【議案（条例その他 その４） 定県第126号議案】 

６ 神奈川県建築基準条例の一部を改正する条例の概要 

(1) 改正の趣旨

令和６年度に行った条例の見直しに伴い、避難が容易な小規模の集会

場における廊下等の設置義務を緩和するなど、所要の改正を行うもので

ある。 

(2) 改正の内容

ア 避難が容易な小規模の集会場について、廊下等の設置義務を緩和す

る。（第36条関係）

イ 小荷物専用昇降機の機械室内に設置を求めている照明設備の代替と

して、照明用コンセント設備を認める。（第52条の４関係）

ウ その他所要の規定の整備を行う。（目次、第１条、第２条の２、第

２条の３、第３条、第４条の２、第48条、第52条の６、第52条の18の

２、第53条及び第59条関係）

(3) 施行期日及び経過措置

ア 施行期日

令和８年４月１日。ただし、(2)ア、イ及びウに関する一部の規定

については公布の日。 

イ 経過措置

この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお

従前の例による。 
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【議案（条例その他 その４） 定県第127号議案】 

７ 都市計画法第34条第12号の規定による開発許可等の基準を定める条例の

一部を改正する条例の概要 

(1) 改正の趣旨

令和６年度に行った条例の見直しに伴い、市街化調整区域における土

砂災害警戒区域等の災害リスクが高いエリア内の開発許可等について、

神奈川県開発審査会の審議を経ることとするなど、所要の改正を行うも

のである。 

(2) 改正の内容

ア 土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域、

土砂災害警戒区域、浸水想定区域等の災害リスクの高いエリアは、本

条例の適用区域から除外する。なお、災害の防止その他の事情を考慮

して安全上又は避難上支障がないと認められる区域は、この限りでな

い。（第２条、第４条関係）

イ その他所要の規定の整備を行う。（第２条、第３条関係）

(3) 施行期日及び経過措置

ア 施行期日

令和８年４月１日。ただし、(2)イに関する一部の規定については

公布の日。 

イ 経過措置

この条例の施行前にされた開発許可等の申請については、なお従前

の例による。 
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【議案（条例その他 その４） 定県第129号議案】 

８ 一般国道134号花水川橋架替（作業用桟橋）工事請負契約の内容 

(1) 工 事 名 称 一般国道134号花水川橋架替（作業用桟橋）工事 

(2) 工 事 場 所 平塚市虹ケ浜～唐ケ原地内 

(3) 請負契約者名 熊谷・関東緑地土木・共栄特定建設工事共同企業

体 

代表者 株式会社熊谷組 横浜営業所 

所長 竹 中 克 司 

(4) 請負契約金額 11億5,470万1,130円 

(5) 工事着手年月日 議会の議決に付すべき事件等に関する条例第２

条の規定による議会の議決があった日から７日以

内 

(6) 工事完成予定年月日 令和10年３月15日 
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【議案（条例その他 その４） 定県第130号議案】 

９ 県営伊勢原峰岸団地公営住宅新築工事（２期－建築－第１工区）請負契

約の内容 

(1) 工 事 名 称 県営伊勢原峰岸団地公営住宅新築工事（２期－建

築－第１工区） 

(2) 工 事 場 所 伊勢原市上粕屋448－14外 

(3) 請負契約者名 エス・ケイ・ディ・コラム建設特定建設工事共同

企業体

代表者 株式会社エス・ケイ・ディ 

代表取締役 長谷川 辰 巳 

(4) 請負契約金額 10億3,321万4,160円 

(5) 工事着手年月日 議会の議決に付すべき事件等に関する条例第２

条の規定による議会の議決があった日から７日以

内 

(6) 工事完成予定年月日 令和９年９月10日 
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【議案（条例その他 その４） 定県第131号議案】 

10 県営伊勢原峰岸団地公営住宅新築工事（２期－建築－第２工区）請負契

約の内容 

(1) 工 事 名 称 県営伊勢原峰岸団地公営住宅新築工事（２期－建

築－第２工区） 

(2) 工 事 場 所 伊勢原市上粕屋448－14外 

(3) 請負契約者名 大野土建・愛甲建設特定建設工事共同企業体 

代表者 大野土建株式会社 

代表取締役 大 野   攻 

(4) 請負契約金額 ９億4,423万8,460円 

(5) 工事着手年月日 議会の議決に付すべき事件等に関する条例第２

条の規定による議会の議決があった日から７日以

内 

(6) 工事完成予定年月日 令和９年９月10日 
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【議案（条例その他 その４） 定県第132号議案】 

11 県営綾瀬寺尾団地公営住宅新築工事（２期－建築－第２工区）請負契約

の内容 

(1) 工 事 名 称 県営綾瀬寺尾団地公営住宅新築工事（２期－建築

－第２工区） 

(2) 工 事 場 所 綾瀬市寺尾中２－１外 

(3) 請負契約者名 亀井工業・大勝建設特定建設工事共同企業体 

代表者 亀井工業株式会社 

代表取締役 亀 井 信 幸 

(4) 請負契約金額 10億4,988万4,440円 

(5) 工事着手年月日 議会の議決に付すべき事件等に関する条例第２

条の規定による議会の議決があった日から７日以

内 

(6) 工事完成予定年月日 令和10年１月31日 
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【議案（条例その他 その４） 定県第134号議案】 

12 塚山公園の指定管理者の指定の変更の概要 

(1) 変更の趣旨

地方自治法第244条の２第６項の規定に基づき、指定管理者の指定期

間を変更するものである。 

(2) 変更の内容

ア 施設名称   塚山公園 

イ 変更前指定期間 令和４年４月１日から令和９年３月31日まで

ウ 変更後指定期間 令和４年４月１日から令和11年３月31日まで

【議案（条例その他 その４） 定県第135号議案】 

13 保土ケ谷公園の指定管理者の指定の変更の概要 

(1) 変更の趣旨

地方自治法第244条の２第６項の規定に基づき、指定管理者の指定期

間を変更するものである。 

(2) 変更の内容

ア 施設名称   保土ケ谷公園 

イ 変更前指定期間 令和４年４月１日から令和９年３月31日まで

ウ 変更後指定期間 令和４年４月１日から令和11年３月31日まで
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【議案（条例その他 その４） 定県第136号議案】 

14 三ツ池公園の指定管理者の指定の変更の概要 

(1) 変更の趣旨

地方自治法第244条の２第６項の規定に基づき、指定管理者の指定期

間を変更するものである。 

(2) 変更の内容

ア 施設名称   三ツ池公園 

イ 変更前指定期間 令和４年４月１日から令和９年３月31日まで

ウ 変更後指定期間 令和４年４月１日から令和11年３月31日まで

【議案（条例その他 その４） 定県第137号議案】 

15 葉山公園及びはやま三ヶ岡山緑地の指定管理者の指定の変更の概要 

(1) 変更の趣旨

地方自治法第244条の２第６項の規定に基づき、指定管理者の指定期

間を変更するものである。 

(2) 変更の内容

ア 施設名称   葉山公園及びはやま三ヶ岡山緑地 

イ 変更前指定期間 令和４年４月１日から令和９年３月31日まで

ウ 変更後指定期間 令和４年４月１日から令和11年３月31日まで
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【議案（条例その他 その４） 定県第138号議案】 

16 湘南海岸公園の指定管理者の指定の変更の概要 

(1) 変更の趣旨

地方自治法第244条の２第６項の規定に基づき、指定管理者の指定期

間を変更するものである。 

(2) 変更の内容

ア 施設名称   湘南海岸公園 

イ 変更前指定期間 令和４年４月１日から令和９年３月31日まで

ウ 変更後指定期間 令和４年４月１日から令和11年３月31日まで

【議案（条例その他 その４） 定県第139号議案】 

17 相模湖公園及び相模湖漕艇場の指定管理者の指定の変更の概要 

(1) 変更の趣旨

地方自治法第244条の２第６項の規定に基づき、指定管理者の指定期

間を変更するものである。 

(2) 変更の内容

ア 施設名称   相模湖公園及び相模湖漕艇場 

イ 変更前指定期間 令和４年４月１日から令和９年３月31日まで

ウ 変更後指定期間 令和４年４月１日から令和11年３月31日まで
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【議案（条例その他 その４） 定県第140号議案】 

18 城ケ島公園の指定管理者の指定の変更の概要 

(1) 変更の趣旨

地方自治法第244条の２第６項の規定に基づき、指定管理者の指定期

間を変更するものである。 

(2) 変更の内容

ア 施設名称   城ケ島公園 

イ 変更前指定期間 令和４年４月１日から令和９年３月31日まで

ウ 変更後指定期間 令和４年４月１日から令和11年３月31日まで

【議案（条例その他 その４） 定県第141号議案】 

19 恩賜箱根公園の指定管理者の指定の変更の概要 

(1) 変更の趣旨

地方自治法第244条の２第６項の規定に基づき、指定管理者の指定期

間を変更するものである。 

(2) 変更の内容

ア 施設名称   恩賜箱根公園 

イ 変更前指定期間 令和４年４月１日から令和９年３月31日まで

ウ 変更後指定期間 令和４年４月１日から令和11年３月31日まで
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【議案（条例その他 その４） 定県第142号議案】 

20 辻堂海浜公園及び湘南汐見台公園の指定管理者の指定の変更の概要 

(1) 変更の趣旨

地方自治法第244条の２第６項の規定に基づき、指定管理者の指定期

間を変更するものである。 

(2) 変更の内容

ア 施設名称   辻堂海浜公園及び湘南汐見台公園 

イ 変更前指定期間 令和４年４月１日から令和９年３月31日まで

ウ 変更後指定期間 令和４年４月１日から令和11年３月31日まで

【議案（条例その他 その４） 定県第143号議案】 

21 観音崎公園の指定管理者の指定の変更の概要 

(1) 変更の趣旨

地方自治法第244条の２第６項の規定に基づき、指定管理者の指定期

間を変更するものである。 

(2) 変更の内容

ア 施設名称   観音崎公園 

イ 変更前指定期間 令和４年４月１日から令和９年３月31日まで

ウ 変更後指定期間 令和４年４月１日から令和11年３月31日まで
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【議案（条例その他 その４） 定県第144号議案】 

22 東高根森林公園の指定管理者の指定の変更の概要 

(1) 変更の趣旨

地方自治法第244条の２第６項の規定に基づき、指定管理者の指定期

間を変更するものである。 

(2) 変更の内容

ア 施設名称   東高根森林公園 

イ 変更前指定期間 令和４年４月１日から令和９年３月31日まで

ウ 変更後指定期間 令和４年４月１日から令和11年３月31日まで

【議案（条例その他 その４） 定県第145号議案】 

23 相模原公園の指定管理者の指定の変更の概要 

(1) 変更の趣旨

地方自治法第244条の２第６項の規定に基づき、指定管理者の指定期

間を変更するものである。 

(2) 変更の内容

ア 施設名称   相模原公園 

イ 変更前指定期間 令和４年４月１日から令和９年３月31日まで

ウ 変更後指定期間 令和４年４月１日から令和11年３月31日まで
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【議案（条例その他 その４） 定県第146号議案】 

24 大磯城山公園の指定管理者の指定の変更の概要 

(1) 変更の趣旨

地方自治法第244条の２第６項の規定に基づき、指定管理者の指定期

間を変更するものである。 

(2) 変更の内容

ア 施設名称   大磯城山公園 

イ 変更前指定期間 令和４年４月１日から令和９年３月31日まで

ウ 変更後指定期間 令和４年４月１日から令和11年３月31日まで

【議案（条例その他 その４） 定県第147号議案】 

25 七沢森林公園の指定管理者の指定の変更の概要 

(1) 変更の趣旨

地方自治法第244条の２第６項の規定に基づき、指定管理者の指定期

間を変更するものである。 

(2) 変更の内容

ア 施設名称   七沢森林公園 

イ 変更前指定期間 令和４年４月１日から令和９年３月31日まで

ウ 変更後指定期間 令和４年４月１日から令和11年３月31日まで
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【議案（条例その他 その４） 定県第148号議案】 

26 四季の森公園の指定管理者の指定の変更の概要 

(1) 変更の趣旨

地方自治法第244条の２第６項の規定に基づき、指定管理者の指定期

間を変更するものである。 

(2) 変更の内容

ア 施設名称   四季の森公園 

イ 変更前指定期間 令和４年４月１日から令和９年３月31日まで

ウ 変更後指定期間 令和４年４月１日から令和11年３月31日まで

【議案（条例その他 その４） 定県第149号議案】 

27 座間谷戸山公園の指定管理者の指定の変更の概要 

(1) 変更の趣旨

地方自治法第244条の２第６項の規定に基づき、指定管理者の指定期

間を変更するものである。 

(2) 変更の内容

ア 施設名称   座間谷戸山公園 

イ 変更前指定期間 令和４年４月１日から令和９年３月31日まで

ウ 変更後指定期間 令和４年４月１日から令和11年３月31日まで
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【議案（条例その他 その４） 定県第150号議案】 

28 秦野戸川公園及び山岳スポーツセンターの指定管理者の指定の変更の概 

要 

(1) 変更の趣旨

地方自治法第244条の２第６項の規定に基づき、指定管理者の指定期

間を変更するものである。 

(2) 変更の内容

ア 施設名称   秦野戸川公園及び山岳スポーツセンター 

イ 変更前指定期間 令和４年４月１日から令和９年３月31日まで

ウ 変更後指定期間 令和４年４月１日から令和11年３月31日まで

【議案（条例その他 その４） 定県第151号議案】 

29 津久井湖城山公園の指定管理者の指定の変更の概要 

(1) 変更の趣旨

地方自治法第244条の２第６項の規定に基づき、指定管理者の指定期

間を変更するものである。 

(2) 変更の内容

ア 施設名称   津久井湖城山公園 

イ 変更前指定期間 令和４年４月１日から令和９年３月31日まで

ウ 変更後指定期間 令和４年４月１日から令和11年３月31日まで
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【議案（条例その他 その４） 定県第152号議案】 

30 茅ケ崎里山公園の指定管理者の指定の変更の概要 

(1) 変更の趣旨

地方自治法第244条の２第６項の規定に基づき、指定管理者の指定期

間を変更するものである。 

(2) 変更の内容

ア 施設名称   茅ケ崎里山公園 

イ 変更前指定期間 令和４年４月１日から令和９年３月31日まで

ウ 変更後指定期間 令和４年４月１日から令和11年３月31日まで

【議案（条例その他 その４） 定県第153号議案】 

31 あいかわ公園の指定管理者の指定の変更の概要 

(1) 変更の趣旨

地方自治法第244条の２第６項の規定に基づき、指定管理者の指定期

間を変更するものである。 

(2) 変更の内容

ア 施設名称   あいかわ公園 

イ 変更前指定期間 令和４年４月１日から令和９年３月31日まで

ウ 変更後指定期間 令和４年４月１日から令和11年３月31日まで
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【議案（条例その他 その４） 定県第154号議案】 

32 相模三川公園の指定管理者の指定の変更の概要 

(1) 変更の趣旨

地方自治法第244条の２第６項の規定に基づき、指定管理者の指定期

間を変更するものである。 

(2) 変更の内容

ア 施設名称   相模三川公園 

イ 変更前指定期間 令和４年４月１日から令和９年３月31日まで

ウ 変更後指定期間 令和４年４月１日から令和11年３月31日まで

【議案（条例その他 その４） 定県第155号議案】 

33 おだわら諏訪の原公園の指定管理者の指定の変更の概要 

(1) 変更の趣旨

地方自治法第244条の２第６項の規定に基づき、指定管理者の指定期

間を変更するものである。 

(2) 変更の内容

ア 施設名称   おだわら諏訪の原公園 

イ 変更前指定期間 令和４年４月１日から令和９年３月31日まで

ウ 変更後指定期間 令和４年４月１日から令和11年３月31日まで
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【議案（条例その他 その４） 定県第156号議案】 

34 境川遊水地公園の指定管理者の指定の変更の概要 

(1) 変更の趣旨

地方自治法第244条の２第６項の規定に基づき、指定管理者の指定期

間を変更するものである。 

(2) 変更の内容

ア 施設名称   境川遊水地公園 

イ 変更前指定期間 令和４年４月１日から令和９年３月31日まで

ウ 変更後指定期間 令和４年４月１日から令和11年３月31日まで

【議案（条例その他 その４） 定県第157号議案】 

35 山北つぶらの公園の指定管理者の指定の変更の概要 

(1) 変更の趣旨

地方自治法第244条の２第６項の規定に基づき、指定管理者の指定期

間を変更するものである。 

(2) 変更の内容

ア 施設名称   山北つぶらの公園 

イ 変更前指定期間 令和４年４月１日から令和９年３月31日まで

ウ 変更後指定期間 令和４年４月１日から令和11年３月31日まで
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【議案（条例その他 その４） 定県第158号議案】 

36 県道路線の認定及び廃止の概要 

(1) 認定及び廃止の趣旨

令和３年３月の県道湘南台大神（現在は、県道湘南台大神伊勢原）の

認定にあたり、藤沢市道との交換等による県道路線の再編を行うことと

していた。 

こうした中、藤沢市との調整が整ったことから、藤沢市菖蒲沢（県道

横浜伊勢原）から亀井野（国道467号）を経由し、横浜市戸塚区（県道

阿久和鎌倉）までを結ぶ、県道菖蒲沢戸塚を道路法第10条の規定に基づ

き廃止するとともに、横浜市戸塚区から藤沢市亀井野までの区間を同法

第７条の規定に基づき新たな路線として認定するものである。 

(2) 認定及び廃止の内容

ア 路線認定

整理 

番号 
路 線 名 

起   点 
重要な経過地 

終   点 

172 戸 塚 亀 井 野 
横 浜 市 戸 塚 区 

― 
藤 沢 市 亀 井 野 

イ 路線廃止

整理 

番号 
路 線 名 

起   点 
重要な経過地 

終   点 

54 菖 蒲 沢 戸 塚 
藤 沢 市 菖 蒲 沢 

― 
横 浜 市 戸 塚 区 

(3) 認定及び廃止する路線の延長

県道戸塚亀井野 2.7キロメートル

県道菖蒲沢戸塚 8.4キロメートル

(4) 認定及び廃止の日

令和８年４月１日
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（参考） 

【路線図】 
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